
土佐清水ジオパークが日本ジオパークに認定されました。
詳細は、１４ページ 「ジオパークだより」 をご覧ください。
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休日当直医

11/07(日)

11/14(日)

11/21(日)

11/28(日)

12/05(日)

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町）

カネニ石油（旭町）、三浦石油（三崎）

たけだ石油（元町）

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

日曜営業ガソリンスタンド

総　数

男

女

出　生

死　亡

転　入

転　出

世帯数

12,691人
6,018人
6,673人
6人
14人
22人
17人

7,067世帯

前月比

－3人
7人

－10人
1人
－8人
5人
－6人
3世帯

市民の動き 令和3年9月30日現在

「いのちの電話」相談電話 ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。

あなたがつらいとき、近くにいます。

高知いのちの電話協会
☎ 088－824－6300
毎日9時から21時まで

11/03(祝)

11/07(日)

11/14(日)

11/21(日)

11/23(祝)

11/28(日)

12/05(日)

９月２１日、あしずり港において、海難現場での連携強化を目的に、９月２１日、あしずり港において、海難現場での連携強化を目的に、
高知海上保安部巡視船とさ、市消防本部による合同訓練が行われました高知海上保安部巡視船とさ、市消防本部による合同訓練が行われました
９月２１日、あしずり港において、海難現場での連携強化を目的に、

高知海上保安部巡視船とさ、市消防本部による合同訓練が行われました
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～令和３年秋の交通安全運動～ 自然公園指導員の浜口和也氏が自然公園指導員の浜口和也氏が
環境省自然環境局長より表彰されました環境省自然環境局長より表彰されました

自然公園指導員の浜口和也氏が
環境省自然環境局長より表彰されました

「市民祭あしずりまつり」について「市民祭あしずりまつり」について「市民祭あしずりまつり」について

　10月1日、日本郵便株式会社との包括的連携協定締結式が行われました。

　この協定は、市と郵便局がそれぞれの有する人的・物的資源を有効に活

用して、住民サービスの向上等を図ることを目的として締結されました。

　過疎化・高齢化が進む本市においては、「高齢者の見守り対策」を重点

取り組みとして、声掛け、安否確認等を実施することとしております。

　この協定の対象となる郵便局は、市内の12郵便局（土佐清水、布、下ノ

加江、以布利、窪津、足摺岬、松尾、中浜、栄町、三崎、下川口、貝ノ川）及び

市内の郵便サービスを提供する土佐中村郵便局の13局です。

　自然公園指導員として長年活動されている浜口和也氏

（竜串）が、その功績をたたえられ、環境省自然環境局長より

表彰されました。

　表彰状を土佐清水自然保護官事務所　山口遥香保護官か

ら伝達された浜口氏は、今後の活動の抱負について次のよ

うに話しました。

　「高知西南豪雨災害から20年、壊滅的なダメージを受けた

竜串海域公園でしたが、様々な主体の取り組みの結果、再び

サンゴが広がり魚で賑わう海中に戻りました。そして現在、

陸域でもキャンプ場、水族館、ビジターセンターが整備され、

国立公園としての多様な利活用の基盤が出来上がり、今後

は利活用と保全のバランスをどう取り、また次世代へこの

環境をどのように伝え残していくかが大きな課題です。これ

からは、ジオパークの理念としても重なるところをみんな

で考えていけるフィールドになっていけるよう取り組みた

いと思います」

　これからも益々ご活躍されますよう、期待しております。

①子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
②夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運
　転意識の向上
③自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
④飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
　上記４点を重点目標に、9月21日から30日までの10日間、
市内で様々な取り組みが行われました。ここでは、その一部
をご紹介します。

　１２月に開催を予定しておりました「第５９回市民祭あし
ずりまつり」は、開催会場の感染対策において、参加者や観覧
者、関係者の皆さまの感染するリスクを払拭できず、安全・安
心を確保することが困難であることから、中止の決定をいた
しました。
　来年度こそ通常どおりの盛大な市民祭あしずりまつりの
開催を目指してまいりますので、今後ともあしずりまつりを
よろしくお願いいたします。

市民祭あしずりまつり実行委員会　

【問い合わせ先】土佐清水市観光協会　☎８２－３１５５

　令和４年土佐清水市成人式を、下記のとおり開催いたし
ます。
　土佐清水市で生まれ育った新成人を祝福するため、多数
の皆さまのご参加をお願いいたします。

○日　時：令和４年１月３日（月）
　　　　　１３時～（※ 受付は正午～）
○場　所：土佐清水市立市民文化会館
○対象者：平成１３年４月２日から平成１４年４月１日の
　　　　　出生者で土佐清水市に在住の方及び市外在住者
　　　　　で出席を希望する方。

【問い合わせ先】生涯学習課　☎８２－１２５７

自転車安全運転
啓発キャンペーン
　９月２２日、プラザパル
前において、自転車利用者
の多い夕方に、啓発物を配
布しながら、自転車の安全
利用についての啓発を行い
ました。

夜間街頭指導
　９月２８日、サニーマー
ト前において、夕暮れ時と
夜間の歩行中、自転車乗車
中の交通事故防止のため、
啓発物を配布しながら、夜
間の交通事故防止の啓発を
行いました。

令和４年土佐清水市成人式のご案内

日本郵便株式会社と包括的連携協定を締結
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あしずり光の岬・イルミネーションナイト＆あしずり光の岬・イルミネーションナイト＆
足摺岬灯台一般公開イベント足摺岬灯台一般公開イベント

あしずり光の岬・イルミネーションナイト＆
足摺岬灯台一般公開イベント

　11月20日から22日の3日間、足摺岬灯台や周辺遊歩道をラ
イトアップするイルミネーションイベントを開催します。
　また、11月1日の「灯台記念日」にあわせて、高知海上保安部
のご協力により、イルミネーションイベント開催中に灯台内
部を一般公開します。
　いずれも入場は無料ですが、灯台一般公開は下記により事
前申し込みが必要です。
　ご来場の際には、コロナ感染症対策として、マスクの着用や
検温へのご協力をお願いいたします。

〇あしずり光の岬・イルミネーションナイト

　開催日時：11月20日（土）から22日（月）
　　　　　　17時30分から20時30分まで
　場　　所：金剛福寺前遊歩道入口から灯台までの遊歩道
　　　　　　　（約160ｍ）

〇足摺岬灯台一般公開

　開催日時：11月20日（土）　13時から17時まで
　　　　　　（13時・14時・15時・16時の4回受付）
　　　　　　11月21日（日）　9時から正午まで
　　　　　　（9時・10時・11時・正午の4回受付)
　申込方法：下記①～③を記載して、観光商工課（82-1126）へ
　　　　　　FAXしてください。
　　　　　　①参加者名簿（年齢）　②代表者の電話番号
　　　　　　③希望する日時
　※受入可能人数に達した時点で受付終了とさせていただきます。
　※密を避けるため１回８人の入場としており、ご希望時間
　　の入場にならない場合があります。
　※年齢制限はありませんが、中学生以下の方は大人の同伴
　　が必要です。

【問い合わせ先】観光商工課観光係
　　　　　　　（☎82－1212・FAX82－1126）

令和３年度土佐清水市戦没者追悼式
　戦没者を追悼し恒久平和を祈念して、令和３年度土佐清水

市戦没者追悼式を行ないます。

　本年度は、新型コロナウイルス感染防止のため規模を縮小

して開催します。つきましては、参列者はこちらから案内した

ご遺族、来賓及び関係団体代表者に限らせていただき、一般の

参列はご遠慮申し上げます。ご理解いただきますようお願い

いたします。

日時　１１月１０日（水）午前１０時開式

　　　（受付は午前９時～９時４０分）

場所　土佐清水市立市民文化会館

　　　式典は、午前１０時から１時間程度の予定です。

　　　服装は問いません。

【問い合わせ先】福祉事務所福祉児童係　☎８２－１１１８

第2回全国カツオまつりサミットin土佐清水
～カツオ・宗田節でつくる地域の未来～

　カツオの水揚や鰹節製造などカツオ産業の地域課題を共有
し、カツオがもたらす恵みや文化、カツオ地域の未来づくりに
ついて共に考えましょう。
〇記念シンポジウム
　日時：１２月３日（金）１３時３０分～１７時
　場所：土佐清水市立中央公民館3階多目的ホール
　 ・記念講演、リレートーク、パネルディスカッション
　 ・定員２００名程度
〇全国カツオまつりin土佐清水
　日時：１２月４日（土）　９時３０分～１５時
　場所：土佐清水市西町 旧県合同庁舎前広場（越漁港）
　・全国各地の旨いもん、特産品販売など
　※第３８回土佐清水市産業祭と同会場で行います。
　※新型コロナウイルスの状況により中止となる場合があります
★問い合わせ先
　全国カツオまつりサミットin土佐清水実行委員会事務局
　（市役所農林水産課内　☎８２−１１１４）

★催物予定
　郷土芸能披露
　大鍋汁の無料ふるまい
　バルーンアート　等
　※その他イベント内容は調整中です。決定次第チラシ・
　　市ホームページ・広報12月号でお知らせします。
★販売ブース
　地元出展者による各種販売（農産物・海産物・林産物等）　　　　　 
　その他（飲食品・小物・加工商品・植木等）
★全国カツオまつりin土佐清水
　同会場にて、全国各地の「かつお」にゆかりのある地域の方々が参加し、地元の特産品や美味しいものを販売します。
★救命救急フェア2021
　疑似救急出動を体験をして「こども救急隊員認定証」をGETしよう!
　応急手当や心肺蘇生法、119番通報体験もできます。 

【問い合わせ先】土佐清水市産業祭・宗田節祭り実行委員会事務局（市役所農林水産課内　☎８２−１１１４）

日時：１２月４日（土） 9時30分～15時　※１日のみの開催となります
会場：旧県合同庁舎前広場（西町・越漁港）
　地域食材を使用した美味しいものや宗田節をはじめとした地場産品、手作り小物など、
また、市内外からも美味しいもの、果樹苗木や刃物など、多数出店！

注：当日の天候・新型コロナウイルス
　　の感染状況等により、イベントの
　　内容や時間の変更または中止場合
　　がありますので、ご了承ください。

第３８回土佐清水市産業祭＆第３回宗田節まつり第３８回土佐清水市産業祭＆第３回宗田節まつり第３８回土佐清水市産業祭＆第３回宗田節まつり

ご来場を
お待ちしています！
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　保育士資格をお持ちの方で、保育関係の仕事に就きたいと考え
ている方は会計年度任用職員へのご登録をお願いします。
　また、資格をお持ちでない方も保育補助員として勤務できます
ので、ご登録をお願いします。詳細はお問い合わせください。
勤 務 先：市内の保育園　必要資格：保育士
賃　　金：月額160,100円～182,200円（経験年数に応じて）　　
　　　   （資格なし保育補助員）時給925円～
【問い合わせ先】こども未来課幼保支援係　☎８７−９０１１

保育士（会計年度任用職員）を募集しています！
　看護師・介護員として仕事に就きたいと考えている方は会計年
度任用職員の登録をお願いします。詳細はお問い合せください。

　〇勤務先　特別養護老人ホームしおさい
　　　　　　土佐清水市以布利８３－５　
　※給料・勤務時間等についてはお問い合わせください。

【問い合わせ先】特別養護老人ホームしおさい　☎８２－８３１９

【募集】看護師・介護員（会計年度任用職員）

実施期間　11月9日（火）～11月15日（月）
　火災の発生しやすい時季を迎え、全国一斉に「秋の火災予防運
動」が実施されます。火災の怖さは近隣への被害拡大、一度に多く
の人が犠牲になる場合が少なくないことです。火災を起こさない
よう、火の取り扱いや後始末に、十分注意しましょう。
　特に、次の10のポイントに気をつけ、大切な生命・財産を火災
から守りましょう。

住宅防火　いのちを守る　10のポイント
【4つの習慣】
　①寝たばこは、絶対にしない、させない。
　②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
　③こんろを使うときは火のそばを離れない。
　④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
【6つの対策】
　①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の
　　付いた機器を使用する。
　②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、
　　10年を目安に交換する。
　③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及び
　　カーテンは、防炎品を使用する。
　④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を
　　確認しておく。
　⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確
　　保し、備えておく。
　⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防
　　火対策を行う。

令和3年度 全国統一防火標語 『おうち時間  家族で点検  火の始末』

　土佐清水市教育委員会では、令和4年度の奨学生を募集します。
※現在貸与を受けている方で、来春進学を予定し、進学先でも引
　き続き奨学資金の貸与を希望する方は、新規申込が必要です。

【貸与資格】
　本市に住所を有する家庭の学生で、高等学校以上の学校に入学
　予定または在学し、学資の支弁が困難な者。
　※申請は修業途中（2年生・3年生・4年生）からでもできます。
　※選考により貸与できない場合があります。
【貸与する額】（いずれも無利子）
　・高等学校又はこれと同程度の学校に在学する者
　　月額13,000円以内
　・短大・専修学校又はこれと同程度の学校に在学する者
　　月額30,000円以内
　・大学・大学院又はこれと同程度の学校に在学する者
　　月額40,000円以内
【申請方法等】
　受付期間：令和3年11月1日(月)～11月30日(火)　※期間厳守
　提出書類：奨学資金貸与申請書
　（教育委員会こども未来課及び各市民センターで配布しています）
　選考基準：世帯の住民税課税総額がおおむね50万円以内
　（申請時、所得・課税状況等の確認について同意をいただきます）
　◎選考後、令和4年2月初旬に内定を通知します。
　　その後、4月20日までに在学証明書を提出していただき、5月
　　初旬に決定を通知します。
　◎貸与決定後、次の書類を提出していただきます。
　　①借受申込書兼支払確約書
　　　（保護者1名を含む連帯保証人2名の署名・押印が必要です）
　　②銀行口座振込依頼書

～土佐清水市人材育成奨学資金等助成金～

　平成28年度以降に高知県立清水高等学校を卒業後直ちに

大学等に進学し、その際上記土佐清水市奨学資金または日

本学生支援機構奨学金の貸与を受けた方で、卒業後、直ちに

土佐清水市に帰郷し就業するなど、一定の条件を満たす方

には、返還した額に対する助成があります。

　詳しくは、お問い合わせください。

令和3年秋季全国火災予防運動令和４年度土佐清水市奨学生募集

返還に対する助成もあります

【問い合わせ先】こども未来課学校教育係　☎８２－１１１６

ご自宅に「住宅用火災警報器」を
設置していますか？点検は？

火事は全てを奪います火事は全てを奪います火事は全てを奪います

●全ての住宅に「住宅用火災警報器」を設置する必要が
あります。

●「住宅用火災警報器」にホコリなどが付くと火災を感
知しにくくなります。半年に1回は掃除機等でホコリ
を取り、定期的に作動点検を行いましょう。

【問い合わせ先】土佐清水市消防本部　☎８２－８１１９

広告
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①日本年金機構幡多年金事務所による出張年金相談（※要予約）
【11月の年金相談】日時：１１月９日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）
【12月の年金相談】日時：１２月14日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）
※年金相談は毎月第２火曜日です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合があ
　ります。
○場所：土佐清水市役所
○相談当日の窓口：市民課住民年金係
☆予約申込は、幡多年金事務所　【０８８０－３４－１６１６】へ
　　　　　　　　　　　　　　　　音声案内　１ ⇒　２
　お待たせ時間を短縮するために、事前予約受付にしています。
　※当日の窓口受付はできません。
【年金相談に必要なもの】
①年金手帳や年金証書
②定期便の相談であれば、送られてきた書類一式
③認印
④代理の場合は年金相談専用の委任状（家族であっても必要で
　す）が当日必要となります。専用の様式は幡多年金事務所また
　は市役所市民課にありますので、事前にご準備ください。また、
　代理人の本人確認ができるもの（免許証など）が必要です。

②幡多年金事務所（四万十市）での年金相談（※要予約）
【幡多年金事務所　住所：四万十市中村東町2-4-10】
☆予約申込は、
●前日まで　ねんきんダイヤル【０５７０－０５－４８９０】へ
●当　　日　幡多年金事務所　【０８８０－３４－１６１６】
　　　　　　　　　　　　　　　音声案内　１ ⇒　２　
☆予約相談希望日の１か月前から当日まで受付しています。
　ご予約の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書を
ご準備ください。
　予約相談の実施時間帯は、
●月　曜　日　　８時３０分～１８時
●火～金曜日　　８時３０分～１６時
●第２土曜日　　９時３０分～１５時

　学校給食における食材納入登録業者を募集します。
　新規で登録を希望される業者の方は、連絡をお願いします。
【給 食 数】約700食/日
【登録期間】令和4年4月～
【給食日数】200日程度
【納入場所】土佐清水市立学校給食センター（清水ヶ丘28番11号）
【納入時間】原則当日朝7時35分～8時（納入食材により異なる）
【納入物資】①米穀類②パン③麺類④青果物全般⑤精肉類全般
　　　　　⑥魚介類及びその加工品⑦豆腐・揚げ類⑧卵類
　　　　　⑨調味料及び油脂類⑩酒類（みりん・ワイン・料理酒等）
　　　　　⑪その他
【申込方法】学校給食センターにて配布する申請書等を、12月24日
　　　　　（金）までに提出してください。※既に登録していた
　　　　　だいている業者につきましては、受付期間開始前に
　　　　　届くように送付いたします。
【申請書配付・受付期間】12月10日（金）～12月24日（金）
　　　　　※事前に電話にて連絡をお願いします。
【問い合わせ先】学校給食センター （担当：傍士）　☎８２－５１７８

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生
年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除
としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、本年1月から12月までに納められた保険
料の全額です。
　過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子様
等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険
料も合わせて控除が受けられます。
　なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料
控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収
書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要とな
ります。
　このため、本年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険
料を納付された方には、 11月上旬に日本年金機構から「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られますので、申告書の
提出の際には必ずこの証明書または領収書を添付してくださ
い。（本年10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民
年金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送られます。）
【問い合わせ先】幡多年金事務所　☎0880-34-1616

　日本年金機構では年金制度を正しく理解していただくため、
11月を「ねんきん月間」、また11月30日を「年金の日」としていま
す。
　公的年金は、老後の支えとしての役割だけでなく、若い時に障
害を負ってしまった場合や、家計の支え手を亡くした場合にも、
もらうこと（障害年金、遺族年金）ができます。
　「ねんきん月間」では、公的年金制度の趣旨や仕組みを分かり
やすく伝えるさまざまな取り組みを行っています。この機会に、
公的年金について考えてみませんか？
　詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
（https://www.nenkin.go.jp/service/nenkingekkan/gaiyou/index.html）

年金相談のお知らせ 令和４年度学校給食用
食材納入登録業者の募集

年末調整・確定申告まで大切に保管を　
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を送付します。

11月は「ねんきん月間」です

　地方公営企業法第４０条の２第１項の規定により、令和３年度

土佐清水市水道事業の業務の状況を公表します。

土佐清水市長

　土佐清水市衛生センター（し尿処理施設）では、1日に搬入でき
る「し尿」の量が31キロリットルまでとなっております。
　年末は、汲み取りの申し込みが集中することから、対応できな
い場合が発生します。そのため収集業者へのご連絡は早めにお願
いします。
　お申し込みは12月10日（金）までとなっておりますが、汲み取
りは12月28日（火）まで可能です。収集業者へ直接ご連絡くださ
い。
　年初は1月7日（金）から汲み取りが可能となります。
　※収集日が指定されている地域は従来どおりです。
【問い合わせ先】市民課環境室　　　　　　☎82-1214
　　　　　　　土佐清水市衛生センター　☎83-0122

令和３年度土佐清水市水道事業業務状況（上期）の報告

年末の「し尿の汲み取り」はお早めにお願いします

１．令和3年度土佐清水市水道事業貸借対照表（財政状況）
令和３年９月３０日現在　　単位：円

1,547,175,041

102,647,786

1,621,436,354

741,258,418

4,676,632

584,778,526

4,601,972,757

4,089,415,217

512,557,540

4,601,972,757

固定負債

流動負債

繰延収益

自己資本金

資本剰余金

利益剰余金

負債資本合計

固定資産

資　　　　産 負債及び資本

流動資産

資産合計

２．令和３年度土佐清水市水道事業損益計算書（経営成績）
消費税抜・単位：円

51,996,769

8,877,981

0

60,874,750

120,012,870

683,176

0

120,696,046

59,821,296

営業費用

営業外費用

特別損失

費用計

営業収益

営業外収益

特別利益

収益計

当年度純利益

収　　　　益 費　　　　用
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市街地地区消防屯所統合高台移転事業

令令令和和和和 年和２２２令令令令令令令和和令令令令令令令令令令令令令和令和２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年令和２年度　決 算 公 表
令和2年度決算および財政状況をご報告します。

1年間のお金を1世帯・1人当たりに換算したら　世帯：7,112　人口：12,790人（R3.3.31住民基本台帳）

納めた税金　　　1世帯当たり　　0,161,836円
　　　　　　　　1人当たり　　　0,089,991円

使われたお金　　1世帯当たり　　1,748,660円
　　　　　　　　1人当たり　　　0,972,359円

主な事業 救助工作車購入
とさしみず地域電子通貨
（Meji-Ca めじか）

特別会計の状況
特定の事業を行うための特別会計は、公営企業会計の水道事業を含めて6つの会計があります。

特　別　会　計

水 道 事 業（ 3 条 支 出 ）

国 民 健 康 保 険 事 業

介 護 保 険

特別養護老人ホームしおさい

後 期 高 齢 者 医 療

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 事 業

歳　　入

2億9,244万円

22億737万円

19億7,165万円

4億205万円

3億391万円

1億1,554万円

歳　　出

2億8,567万円

22億91万円

19億1,193万円

4億205万円

2億9,823万円

9,511万円

決算収支

677万円

646万円

5,972万円

0円

568万円

2,043万円

※端数調整の関係上、合計額と一致しない場合があります。一般会計の状況
（繰越明許費を含む）

歳入
　市税

11億5,098万円
9.1%

　分担金及び負担金
1,206万円

0.1%

  使用料及び手数料
3億2,429万円

2.6%

  財産収入
1,456万円　0.1%

寄附金
2億3,154万円　1.8%

繰入金
3億1,031万円　2.5%

繰越金
1億2,598万円　1.0%
諸収入
1億8,279万円　1.4%

地方譲与税等
4億1,476万円　3.3%

　地方交付税
41億8,225万円

33.0%

  国庫支出金
　28億2,736万円

22.3%

  県支出金
13億4,030万円

10.6%

  市債
15億4,597万円

12.2%

歳入
126億6,315
万円

　依存財源
81.4%

　自主財源
18.6%

歳出

  貸付金
7,046万円

0.6%

  積立金
3億42万円

2.4%

人件費
19億9,010万円

16.0%

  扶助費
11億9,181万円

9.6%

  公債費
16億3,920万円

13.2%

  物件費
12億4,590万円

10.0%

維持補修費
5,226万円　0.4%

  繰出金
9億6,009万円

7.7%

  普通建設事業費
24億7,780万円

19.9%

  災害復旧事業費
5,638万円　0.5%

補助費等
24億5,204万円

19.7%

義務的
 経費
38.8%

その他
40.8%

投資的経費
20.4%

歳出
124億3,647
万円

目的別歳出決算額の構成

議会費
9,183万円
0.7％

　総務費
26億7,160万円

21.5％

　民生費
22億3,990万円

18.0％

　衛生費
12億5,079万円

10.1％

　農林水産業費
11億5,135万円

9.3％

　商工費
9億6,720万円

7.8％

土木費
7億1,482万円

5.8％

消防費
10億2,491万円

8.2％

　教育費
6億2,849万円

5.0％

災害復旧費
5,638万円

0.4％

  公債費
16億3,920万円

13.2％

総額：124億3,647万円

6令和３年1 1月号



（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（Ｆ）

（Ｇ）

（Ｈ）

（Ｉ）

（Ｊ）

歳入決算額

歳出決算額

歳入歳出差引額

（形式収支）（Ａ）－（Ｂ）

翌年度に繰り越すべき財源

実質収支（Ｃ）－（Ｄ）

単年度収支

財政調整基金積立

財政調整基金取崩

繰上償還金

実質単年度収支

（Ｆ）+（Ｇ）-（Ｈ）+（Ｉ）

126億6,315万円

124億3,647万円

2億2,668万円

7,583万円

1億5,086万円

3,847万円

5,710万円

0円

0円

9,557万円

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

令和2年度決算

赤字なし

赤字なし

18.5%

100.9%

早期健全化基準

14.82%

19.82%

25.0%

350.0%

財政再生基準

20.0%

30.0%

35.0%

実質単年度収支の状況
　実質単年度収支は、財政調整基金の積み立て

や取崩しなど、家計で例えると、預貯金の積み

立てや解約といった資産の増減の要素を除い

た、当該年度における実質的な収支のことで

す。

　

　表のとおり、令和2年度の一般会計の決算に

ついては、形式収支（Ｃ）、実質収支（Ｅ）とも黒

字となっており、財政調整基金の取崩しや積み

立てを行わなかった場合の収支である実質単

年度収支（Ｊ）についても9,557万円の黒字と

なりました。

[参考]

単年度収支＝当年度実質収支－前年度実質収支

※端数調整の関係上、計算式と一致しない場合

　があります。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年６月２２日公布）に基づき、地方公共団体の財政状況を客観的

に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための「健全化判断比率」を公表します。また、公営企業に関する

「資金不足比率」もあわせて公表します。

■実質赤字比率

　一般会計等（普通会計）を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

■連結実質赤字比率

　全会計を対象とした実質赤字額（または資金不足額）の標準財政規模に対する比率

■実質公債費比率

　一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率

■将来負担比率

　 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

■資金不足比率

　公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率

指　　　標

健全化判断比率

水 道 事 業 会 計

再生可能エネルギー事業特別会計

令和2年度決算

資金不足なし

資金不足なし

経営健全化基準

20.0％

20.0％

指　　　標

資金不足比率

令和２年度　決算に基づく健全化判断比率等の公表について

【令和2年度決算に基づく算定結果】
　いずれの指標においても、財政再生基準および早期健全化基準を上回る指標はありませんでした。
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パートナーシップ制度 第４回
～選択的夫婦別姓制度～

弁護士無料相談

「女性の活躍支援（生理の貧困）事業」について

一人で悩まず、まずは相談を

安心してください。秘密は守られます。

　これまでパートナーシップ制度について
説明してきましたが、パートナーシップ制
度は自治体独自の取り組みであるため、地
域によって内容が異なり、既に制度を導入
している自治体では、同性のカップルだけ
でなく異性のいわゆる事実婚のカップルも
対象としているところもあります。その背景にあるのは、夫婦同
姓が義務付けられている現行法の中で、別姓を望むカップルの存
在が考えられます。
　そこで今回は、現在制度の導入が議論検討されている「選択的
夫婦別姓制度」について紹介します。
　この制度は夫婦が希望する場合には、結婚後もそれぞれ結婚前
の姓（名字）を称することを認めるものです。全ての夫婦が別々の
姓を名乗らなければならないのではなく、「同じ姓を名乗る」のか、

「別の姓とする」のか選択できるとされています。
　現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれ
か一方が、必ず姓を改めなければなりません。しかし、現実には、
女性が姓を改める例が圧倒的多数です。近年の女性の社会進出等
に伴い、社会的な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景
に、選択的夫婦別姓制度の導入を求める声が上がっています。
　国際社会において、夫婦が同じ姓を名乗ることを法律で義務付
けている国は日本以外には見当たらず、国連は日本の制度を「差
別的」として、２００３年以降くり返し是正勧告を行っています。
　２０１７年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果
では、選択的夫婦別姓制度に賛成（４２．５％）が反対（２９．３％）
を上回っており、今年３月の本市議会でも選択的夫婦別姓制度の
導入を国に求める意見書（案）が可決されています。
　このような情勢の中、パートナーシップ制度の導入を検討する
にあたっては、同性のカップルや異性のカップルなど、多様な家
族の在り方について検討することも必要になっています。

じんけん課からのお知らせ　☎８２－１１２４

　家庭や職場・地域などで困っていることや心配ごとがありま
したら、一人で悩まずにご相談ください。

　犯罪に遭われた方々が平穏な暮らしを取り戻せるよう、高知県では、県や市町村、関係団体が一体となり、きめ細やかで切れ目のな
い支援に取り組んでいます。
　誰もがある日突然、犯罪被害者になる可能性があります。一人で悩まず、まずは相談してください。

■時　　間：10 時～ 12 時　※1 人 30 分以内です。
■開催場所：中央公民館２階会議室
■同じ内容の相談は１回限りです。また、担当弁護士が既に相手
　方の相談を受けている場合は、相談を受けることができません。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な要
因により生理用品の購入・使用ができない女性の存在が社会問題
となっています。この問題に対し、市では困難や不安を抱える女
性に対し、生理用品の配布を行います。
　この事業は、生理用品の配布をきっかけに、様々な困難を抱え
る女性が市や社会福祉協議会などの相談支援機関とつながり、支
援を受けることができるよう実施するものです。抱えているお困
りごとについて、下記の相談支援機関でご相談ください。まずは、
ひとりで悩まず誰かに相談してみませんか。
 
 【生理用品配布窓口】
　じんけん課、布福祉センター、大岐福祉センター、
　松崎福祉センター、竜串福祉センター　　
　（月～金　8時30分～17時15分 祝日・年末年始除く）

【相談支援機関】
　福祉事務所
　（市役所内 月～金　8時30分～17時15分 祝日・年末年始除く）
　ふくしねっとCoCoてらす
　（浜町6-22　月～金　9時～17時 祝日・年末年始除く）
　土佐清水市社会福祉協議会
　（寿町11-9　月～金　8時30分～17時15分 祝日・年末年始除く）

次回相談日
12 月 9 日 ( 木 )

予約受付開始日
11 月 9 日 ( 火 )

偶数月
第２木曜日

事前予約が
必要です

相談窓口（機関名） 相談内容 相談時間 連絡先

土佐清水市役所
じんけん課 ○支援機関の紹介 0880-82-1124月～金 8 時 30 分～ 12 時、13 時～ 17 時 15 分

土・日・祝日・年末年始を除く
警察
警察総合相談窓口電話 ○警察への相談全般 088-823-9110

#911024 時間対応

警察
犯罪被害者ホットライン ○犯罪被害相談全般 088-871-3110月～金 8 時 30 分～ 17 時 15 分

土・日・祝日・年末年始を除く

市
町
村

窓　

口

犯
罪
被
害
全
般

性
犯
罪
被
害

高知県
犯罪被害者等支援相談窓口

○犯罪被害全般
○支援機関の調整

088-823-9340
面接相談は要予約

月～金 9 時～ 12 時、13 時～ 16 時
土・日・祝日・年末年始を除く

こうち被害者支援セン
ター

○犯罪被害者支援の
　ための相談
○付添い支援

088-854-7867
面接相談は要予約

月～金 10 時～ 16 時
土・日・祝日・年末年始を除く

警察
性犯罪被害相談電話

○性犯罪被害に
　関する相談

#8103( ハートさん )
( 全国共通ダイヤル )24 時間対応

性暴力被害者サポート
センターこうち

○性犯罪・性暴力
　被害に関する相談

080-9833-3500
0120-835-350

月～土 9時～17時
日・祝日・年末年始を除く
※10月から上記時間外も国のコールセンターに
　自動転送して24時間365日対応
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●募集案内書配布  
　１１月１日(月)～１１月１２日(金)
●配布場所   
　市役所１階まちづくり対策課、高知県住宅供給公社
　宿毛市役所、黒潮町役場　他 
●申込書受付期間  
　１１月８日(月)～１１月１４日(日) 
　郵送の場合：１１/８～１４の郵便局の消印があるものが有効
　持参の場合：受付期間の内、土・日・祝日を除く８時３０分～
　　　　　　 １７時１５分まで(１２～１３時休憩)
●申込書提出及び送付先、問い合わせ先 
　高知市九反田４番１０－４０１号(トップワン四国４階)
　高知県住宅供給公社　☎０８８－８８３－０３４４

　お金に関する無料相談会を、四万十市、高知市、南国市で開催
します。
　「こころの健康相談会」についても、各会場にて同時に開催し
ますので、お気軽にご相談ください。

　予約は必須ではありませんが、希望の時間があれば、あらかじ
めご予約いただけるとスムーズにご案内できます。最終受付は
終了時間の３０分前です。（ただし、受付時間内でも、人数が多い
場合は、受付制限をする場合がありますので、ご了承ください。）
　契約書、催促状など債務の状況が分かる書類をお持ちください。

【問い合わせ先】高知県 県民生活課　☎０８８－８２３－９６５３

　今回、土佐清水市内で募集を行う団地は、清水(１戸)団地です。
　申込方法や入居申込資格、家賃など、詳しくは「募集案内書」で
ご確認ください。

●募集団地

団地名

清　水

募集戸数

1

住戸番号

103 6,6,6 DK,風呂

間取り

県営住宅入居者募集県営住宅入居者募集県営住宅入居者募集
　相談は無料で秘密は固く厳守されます。安心してご相談く

ださい。

日時：１１月１１日（木）　１０時～ 1２時、１３時～１５時

場所：市役所２階　第３会議室

【問い合わせ先】総務課広聴広報係　☎８２－１１３４

実施期間　11月12日（金）から18日（木）までの7日間

時　　間　8時30分から19時まで

　　　　　土・日は10時から17時まで

開設場所　高知地方法務局人権擁護課（土・日は高松法務局人権擁護部）

電話番号　0570（070）810（全国共通ナビダイヤル）
　　　　　※一部のＩＰ電話からは御利用できない場合があります。

取扱内容　ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラ

　　　　　スメント、ストーカー、離婚問題、暮らしの悩みごと

　　　　　など女性をめぐる人権問題

そ の 他　相談は無料、秘密は厳守します

     

【問い合わせ先】高知地方法務局人権擁護課　☎088－822－3503

【189（いちはやく）「だれか」じゃなくて「あなた」から】
　「虐待かも…」と思ったら、迷わず「１８９」（いちはやく）にお

電話ください。

       

○SNSイベント「親子で来てみん？」  

○高知家の思いをＳＮＳでつなごうや！  

○土佐清水市ホームページ「お知らせ」に

　リーフレットを掲載しています。  

 

◆通告・相談は、匿名で行うことができます。電話をかけた方や

　その内容に関する秘密は、必ず守られます。

【問い合わせ先】高知県幡多児童相談所　☎0880-37-3159

　　　　　　　教育センター家庭児童相談室　☎82-0355

行政相談・人権相談のお知らせ

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

11月は児童虐待防止推進月間です!

　土佐清水市と株式会社サイネックスが協働で発行する土佐清

水市「暮らしの便利帳」は、市の概要、市役所等での各種手続きや

施設案内などを１冊にまとめたものです。　　

　令和４年版「暮らしの便利帳」の発行を、令和４年３月に予定

しています。

【問い合わせ先】総務課広聴広報係　☎８２－１１３４

事業所の皆さまへ
　１１月上旬より、株式会社サイネックスが、令和４年版「暮ら

しの便利帳」への広告掲載のお願いで各事業所様を訪問させて

いただきます。広告掲載はあくまでも任意ですので、事業の趣旨

にご賛同いただける事業者様にはご協力をお願いいたします。

【広告掲載に関する問い合わせ先】

　株式会社サイネックス　広島支店　☎０８２－５００－９５４７

土佐清水市「暮らしの便利帳」について

多重債務者無料相談会のご案内
～お金に関する悩みを、お気軽にご相談ください～

開催日時 会　場
12月１日（水）
17時～20時

高知県立消費生活センター（高知市旭町3-115ソーレ2階）
予約：☎088-824-0999（高知県立消費生活センター）

12月３日（金）
17時～20時

四万十市役所（四万十市中村大橋通4-10 3階）
※1社当たり債務額が140万円を超える相談は、対応でき
　ない場合がありますので、事前にご相談ください。
予約：☎0880-34-8805（幡多広域消費生活センター）

12月４日（土）
13時～16時

高知市消費生活センター（高知市くらし・交通安全課）
（高知市本町5-1-45）
予約：☎088-823-9433（高知市消費生活センター）

12月11日（土）
13時～16時

南国市役所（南国市大埇甲2301）
予約：☎088-880-6205（南国市消費生活センター）

12月11日（土）
13時～16時

高知県立消費生活センター（高知市旭町3-115ソーレ2階）
予約：☎088-824-0999（高知県立消費生活センター）

12月17日（金）
17時～20時

高知市消費生活センター（高知市くらし・交通安全課）
（高知市本町5-1-45）
予約：☎088-823-9433（高知市消費生活センター）

土佐清水市の皆さま
　弊社が検討中の風力発電事業に関して、環境影響評価法に
基づく準備書の住民説明会を10月頃に開催予定とご案内して
おりましたが、11月以降の開催に変更となりました。
　一部の皆さまにご案内が遅れましたこと、お詫び申し上げ
ます。開催日時、場所等の詳細は、確定次第、新聞折込みな
どでご案内いたしますので、別途ご確認ください。
　　　　　　　　　  今ノ山風力合同会社
　　　　　　　　　   担当：中渡瀬・嶋（070-4078-0105）

広告
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うまれてきてくれてうまれてきてくれて
ありがとうありがとう

うまれてきてくれて
ありがとう

清水ヶ丘清水ヶ丘 岩戸 千隼岩戸 千隼さんさん
令和3年8月14日生まれ令和3年8月14日生まれ

　「　「元気いっぱいのびのびと育ってね！元気いっぱいのびのびと育ってね！」」

ちはやちはや

せ　 らせ　 ら

松尾松尾　　平尾 星空平尾 星空さんさん
令和3年8月14令和3年8月14日生まれ日生まれ

「「キラキラ輝く笑顔いっぱいの女の子に☆キラキラ輝く笑顔いっぱいの女の子に☆」」

清水ヶ丘 岩戸 千隼さん
令和3年8月14日生まれ

　「元気いっぱいのびのびと育ってね！」

ちはや

せ　 ら

松尾　平尾 星空さん
令和3年8月14日生まれ

「キラキラ輝く笑顔いっぱいの女の子に☆」

   令和３年度、一般財団法人自治総合センターの宝くじ助成金を受けて、越地区連合部落、久百々部落、養老地区、加久見地区の計
4つのコミュニティにて活動の活性化を図ることを目的として、神輿や音響設備等の整備を行いました。
    今後も、地域のコミュニティ活動の活性化を図っていきます。  

　消防本部では、一般財団法人救急振興財団が行
う「応急手当普及啓発資器材寄贈事業」の助成を
受けて、心肺蘇生訓練用人形（成人・乳児）、AEDト
レーナーを購入しました。これらを利用して救急
法の普及・啓発活動に取り組み、救急現場におい
て一般市民による心肺蘇生法の実施及びAEDを
使用した救命率の向上を目指しています。

　この夏、和歌山県で開催された第45回全国高等学校総合文化祭（紀の

国わかやま総文2021）において、全国から約400点の作品が集まった美

術工芸部門に、中村高校3年生の山田真耶さん（清水中学校卒）の作品（油

絵Ｆ50号「竜宮2021」）が出品され、和歌山県立近代美術館に展示されま

した。

　また、山田さんの作品は、秋篠宮ご夫妻がわかやま総文をオンラインで

ご鑑賞された際に紹介された美術工芸部門4点の中に選出されました。

　山田さんは、ペットの猫と犬を乙姫と衛兵に見立てた竜宮城を、コロナ

禍の中、作品を見てくれた人が楽しい気持ちになってもらえたらという

思いを込めて、明るい色彩で描きました。

宝くじ助成金を利用して地域のコミュニティ活動備品を購入しました

 宝くじ助成金で資器材充実    〜受けよう！救命講習！〜

越地区連合部落 久百々部落 養老地区 加久見地区

企画財政課政策企画係
☎8 2－1 2 1 7

消防本部　☎８２−８１１９

紀の国わかやま総文2021に
山田真耶さん（清水中学校卒）の
作品が出品されました


